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研究成果の概要（和文）：　立法部のみならず司法部も法形成権能を持ち、さらに連邦と州との対抗関係という米国の
法形成回路の重層性・複数制は、関係アクターに対してフォーラムを切り替えつつ自らの欲する法を求める可能性を与
えている。しかしこれにより、とりわけ州レベルにおける法システムの自律性の弱さも浮き彫りとなる。伝統的に州法
であった不法行為法は断片的ながらも連邦化・憲法化されつつある。産業界に裁量の余地を与える法動向は契約法や民
事司法一般にも見られ、裁判所自体が民事司法の扉を閉じつつあり、このことは不法行為法における動きが孤立したも
のではないことを示す。実証的法学研究の法実務への影響は限定されている。

研究成果の概要（英文）：  Multiple forums of developments of laws, including legislature and courts,  both
 at state and federal level, provide private actors with opportunity to switch forums in order to seek law
s they want. This shows that weakness of the autonomy of American legal system, and it is closer to sub-sy
stem of the political system, especially at state level. With litigation tactics of the parties, tort law,
 which has been traditionally state law, has been "federalized" and "Constitutionalized," i.e., many aspec
ts of tort law and litigation are impacted by federal statutes and the U.S. Constitution, but such impacts
 are fragmented and not consistent yet. Parallel trend is found in contract law and civil procedure in gen
eral, and the courts itself are "closing" doors of civil justice system under stark division of images of 
civil litigation. Empirical studies of law has had limited influence on actual legal practice. 
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１．研究開始当初の背景 
 
 アメリカ合衆国の不法行為法・不法行為訴
訟のダイナミックな展開は、我が国において
も注目されてきた。〈私人による法実現〉と
いった、違法に効果的に対応する側面に着目
される一方、〈責任の爆発〉〈訴訟社会〉とい
った負の側面も知られてきたところである。
1980 年代以降の米国民事責任法の動向は、お
おむね後者の観点からの懸念を軸に展開し
てきたと言ってよい。〈不法行為改革 tort 
reform〉が標語となり、懲罰的賠償、クラス・
アクションといった英米法に特徴的だとさ
れる制度がネガティブな副作用をもたらし
ているとして、立法、司法の双方においてこ
れらを制限・統御し、企業等の活動領域を確
保しようとする試みが前景化してきた。その
背景としては潜在的被告たる産業界の動向
があるが、原告側弁護士層を初めとする対抗
勢力も見逃せず、個別的論点の具体的な帰結
は単純ではない。 
 このような米国法の展開につき、研究代表
者はいくつかの側面から検討を加えてきた。
第一に、平成 17 年度科学研究費・若手研究(B)
「懲罰的賠償の法過程――私人による法実
現の可能性と限界――」の研究代表者として、
米国の懲罰的賠償制度の最新の動向を整
理・分析した。そこでは特に、連邦司法部が
懲罰的賠償の利用を質・量（額）の両面にわ
たって規制を拡大している状況を確認して
いる。その上で、一連の連邦最高裁判決で示
された懲罰的賠償観が〈私人による法実現〉
の観念と緊張関係にあることを指摘し、かか
る伝統的な観念を維持しようとすれば憲法
上のデュー・プロセスからの重畳的な要請を
クリアする必要があることを論じた。引き続
き、平成 21 年度科学研究費・若手研究(B)「米
国連邦行政規制による州不法行為法の専占
――製品安全規制・金融取引規制を中心に」
の研究代表者として、連邦行政規制の遵守が
州法たる不法行為法の適用を排除するとい
う法現象に分析を加えた。この検討を通じて、
潜在的被告たる大企業と原告側弁護士層と
がそれぞれ、訴訟戦略・立法戦略の双方にお
いて、フォーラムを切り替えつつ自らに有利
となるような法形成を追求していく様を描
写している。 
 
２．研究の目的 
 
 これまでの研究による知見から、現代アメ
リカ法の大まかな動向としては、外部からの
責任追及が質・量双方の面で限定される一方、
企業等がそのビジネス活動のフリーハンド
を拡大してきている、と評価できる。研究代
表者は、一連のアメリカ法のプロ・ビジネス
化を、1980 年前後を画期とする、レーガン革
命・新自由主義革命の法的な面における表出
と理解している。本研究は、研究代表者のこ
れまでの研究を踏まえ、〈不法行為改革〉に

代表される一連の展開を整理し全体像を動
態的に把握した上で、その背景を分析し方向
性を探ることを目的とした。 
 ところで米国は、連邦－州という統治機構
の多層性や、立法部のみならず司法部（判例
法）や行政庁（行政規則）もまた法形成機能
を持つといった、憲法体制上の特徴を有して
いる。本研究では、〈改革〉をめぐる各アク
ター（特に企業や産業界）が、こうした複数
の重層的なフォーラムを自らに有利な法を
求めて切り替えつつ法形成に参与している、
という基本的視角の下、その要因を分析する
こととした。 
 また、不法行為法の変動を検討する本研究
は、これをめぐる学説の議論状況の分析を通
じて、米国の法学史・法学方法論の展開の理
解にも貢献することが期待された。さらに、
〈不法行為改革〉運動が現れた 1980 年代と
いう時期は、保守政治がメインストリームに
躍り出た時代でもあり、本研究の分析はアメ
リカ政治史における現代型保守主義のケー
ス・スタディとも位置付けられる。 
 
３．研究の方法 
 
 本研究は、1980 年代以降の、不法行為法を
中心としたアメリカ合衆国の民事法の展開
を検討した。〈不法行為改革〉に代表される
一連の展開を整理し全体像を把握した上で、
その背景を分析し方向性を探った。また、検
討対象を不法行為法分野に限定せず、契約法
を初めとする他の（民事）法分野も視野に入
れることで事態の立体的・包括的な把握に務
めた。分析枠組として、連邦制・判例法主義・
行政国家化現象といった米国憲法体制の基
本的特徴から来る法形成回路の重層性・複数
性が、関連アクターにフォーラムを切り替え
つつ法形成に参与する余地を与えるという
契機を重視すると同時に、EU における法形
成過程との比較により米国法の特徴を浮き
彫りにすることを試みた。さらに本研究は、
かかる実定法領域での展開を、〈法と経済学〉
の受容および現代型保守の構造という観点
から、戦後アメリカの法学方法論・法学史お
よび政治史のコンテクストに定位すること
を試みた。 
 主として文献研究によったが、判決テクス
トや学術文献のみならず、〈改革〉運動（後
述）に関与する業界団体等によるプレスリリ
ース等も基礎資料とした。また、内外の研究
者のみならず実務家を含む研究会に参加し
て意見を交換し、実務的関心事項を摂取する
機会を得た。 
 
４．研究成果 
 
（1）〈法〉システムの自律性の弱さ 
 
 〈不法行為改革〉においては、アメリカ合
衆国の憲法体制上の特徴のもたらす議論の



フォーラムの複数性・並立性が、推進派・反
対派双方のアクターに、自らに有利な場を求
めて戦略的にフォーラムをスイッチしてい
く余地を与えている。判例法主導で民事責任
が拡大すると、これを不法行為法の「問題」
としてアジェンダを設定することで、〈改革〉
推進派は州議会に働きかけて〈改革〉立法を
成立させた。これに対し〈改革〉批判派は、
この種の立法が州憲法違反であると州裁判
所で主張し、一定の成功を収めた。これを受
けて推進派は、州憲法の改正を追求し、ある
いは裁判官選挙制度を通じて自らの主張を
支持する者をその地位に据えようと行動し
ている。（この結果、従来は穏健なものであ
った裁判官選挙の政治化が顕著になってい
る。）このように、近時の州レベルの動向に
着目すると、〈法〉が政治に従属したシステ
ムとなってしまっている面も強い。このこと
は一面ではデモクラシーの徹底として了解
することができる。しかしながら、公共的価
値の探求を党派政治に解消し得るのかとい
う疑問は残り、〈法〉の自律性、〈法〉の価値
としての一貫性は損なわれている。 
 他方、1990 年代以降の動向でより顕著なの
は、連邦法上の論点を作出するという被告側
の訴訟戦術により、不法行為事件が連邦裁判
所（なかんずく連邦最高裁）へと持ち込まれ、
元来州法である不法行為法の領域に連邦司
法部と連邦法が介入する範囲が拡大しつつ
あることである（不法行為法の連邦化・憲法
化）。不法行為法は本来連邦法の領域ではな
いことから、その内実は断片化しており、ま
た連邦法の介入する範囲に歯止めをかける
法理は未だ見出されていない。連邦レベルの
政治では、州レベルに比して不法行為法の
〈政治〉化の契機は前面化していないが、む
しろ党派対立が判例により断片化した連邦
法を整序することのハードルとして立ち現
れている。 
 アカデミックには、複数の法形成フォーラ
ムの並立状況における適切なフォーラムは
どこか、という制度間選択をめぐる政策問題
として問いが定式化される。その前提として、
近時の議論が不法行為法の目的を事故の抑
止の最適化の観点を軸として了解している
ことについて確認した。 
 米国〈不法行為改革〉をめぐる状況は、一
時の激しい対立状況からは落ち着きを見せ
つつある。〈改革〉推進派が所期の目的をほ
ぼ達成したと評価でき、その要因として、そ
の主張に際して道徳メッセージを含意させ、
これが折からの保守政治の潮流と合致した
こと、産業界が公益の担い手であるとの認知
の獲得に成功したことを指摘できる。だがそ
の結果として、（不法行為法上の請求の連邦
行政規制による専占の局面に顕著であるが）
被害者が補償なき状態に残されることを容
認する法理が定着した形になった。原告に対
する救済（の可能性）の確保、私人のイニシ
アティブによる違法行為の摘発という不法

行為法の機能は後景に退くこととなった。 
 
（2）「民事司法」のイメージの分裂と閉じゆ
く民事司法 
 
 他の法領域の状況との比較という観点か
ら、契約法分野での動向についても検討を加
えた。連邦仲裁法による州契約法の専占の問
題を主たる素材とした。近時、産業界が消費
者契約や労働契約の約款に仲裁条項を挿入
する実務を採用しているが、これに対し州裁
判所は州契約法上の非良心性の法理等によ
り規制を加えようとしてきた。しかし、契約
一般に適用されるルールによるのでない限
り仲裁条項は強制されなければならないと
の連邦仲裁法の規定の下、連邦裁判所は、州
裁判所による介入を、仲裁特定的なものと評
価することによって専占効により排除する
ようになった。連邦法に依拠することによっ
て州法による消費者保護を排除するという、
不法行為法分野との並行的な状況が出現し
ていることを指摘できる。 
 仲裁以外の側面における民事手続をめぐ
る近時の判例動向も注目に値する。そこでは、
裁判所の管轄権を限定し、より早い段階で民
事手続を打ち切り、あるいは事件を裁判所で
はなく仲裁に付託する範囲を拡大する傾向
が顕著である。このことは、不法行為法分野
に見られる動きが孤立したものではないこ
とを示す。そこでは、違法行為に有効に対応
するための効果的なガバナンス手法として
の私的訴訟という考え方と、社会とりわけ産
業界への負担としての私的訴訟という受け
止め方との、民事司法に関するイメージの分
裂が顕在化している。そして後者の理解がモ
メンタムを獲得することで、裁判所自らが民
事司法から撤退し、いわば民事司法を閉じる
構えを見せている。 
 
（3）政策学としての「法学研究」とその限
界 
 
 米国の法学研究において近時の顕著な傾
向として、法の実際的効果・影響に関する実
証的研究の隆盛があり、本研究でもその摂取
に努めた。〈不法行為改革〉運動自体がその
発展の契機であり、主要な検討対象の一つで
もある。そこでは、〈改革〉の標的となった
不法行為法の危機の存在自体が明白ではな
いことが確認されると同時に、それに対する
〈改革〉の効果が曖昧であることも指摘され
た。このことは〈改革〉の動機が党派政治的
なものであることを示唆する。しかし、非党
派的な実証研究の現実の政策論として実際
に持つ影響は限定されている。これが実効性
を持つための条件、裏を返すと〈改革〉推進
者の主張が（政治的のみならず）法的ディス
コースとして成功したのはなぜかという問
いは十分に詰め切ることができず、課題とし
て残った。 



 
（4）残された課題・さらなる研究アジェン
ダ 
 
 以上の検討は、米国の「法学研究」、法学
方法論・法解釈方法論と法（形成）過程との
連関についてのさらなる課題を浮かび上が
らせた。本研究で検討した米国法の動向は、
実際の法言説としては形式主義的方法によ
る法解釈という形態をとる。例えば、仲裁の
拡大は当事者の合意にそのまま効力を与え
るべしとの立法の文言解釈を基礎とするが、
そこに見られるのは「当事者」の内実を問う
て契約の拘束力を調整してきた 20 世紀契約
法学の成果の忘却である。より一般化すれば、
リーガル・リアリズム以降の、社会的インパ
クトを念頭に置いた法学方法から、そうした
点に無頓着なそれ以前の古典的法思想への
回帰とも言える状況が見られる。後者の立場
に立つ論者による正当化としては、デモクラ
シーの下での裁判所の立法部への敬譲が強
調されている。果たしてそれが規範論として
成功しているかはさらに検討されるべき問
いとして残った。 
 その歴史的経緯から、米国において法と統
治の正統性は専らデモクラシーに基づかざ
るを得ず、他の原理による正統化は困難であ
る。法形成フォーラムを構成する諸機関も、
その構成の仕方は多様であれ、直接・間接に
デモクラシーにその基盤を置いている。法シ
ステムは、それ自体一定の自律性を有するも
のと了解される一方、パッチワーク的法を算
出したり、専門性に基づく政策論を採用しな
いこともあることは本研究で指摘した。法シ
ステムとその下での法思考・法的議論の自律
性と、デモクラシー及び政策論の三者の緊張
関係の構造を統合するものとして、諸機関の
連携それ自体が法の中核にあるという、プロ
セス基底的な法観念があるのではないか、と
いうのが現時点での仮説である。 
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